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 会 議 録 

審議会等の 

名称 

平成３０年第１回教育委員会（定例会） 

開催日時 平成３０年１月２４日（水）１４：００～１５：２０ 

開催場所 山口市役所別館１階第２会議室 

公開・部分公

開の区分 

公開 

出席者 藤本教育長、宮原委員、佐々木委員、横山委員、竹内委員、佐藤委員、山本委員 

欠席者  

事務局 中谷教育部長、礒部教育部次長、原田教育総務課長、伊藤教育施設管理課長、江山学校

教育課長、井上社会教育課長、原田中央図書館副館長、磯部文化財保護課長、石川教育

総務課主幹、岡本教育総務課副主幹 

付議案件 報告事項 

（１）第二次山口市教育振興基本計画（案）について 

（２）平成３０年度全国学力・学習状況調査への参加について 

（３）平成３０年山口市成人式の参加状況について 

（４）第三次山口市立図書館サービス計画（案）について 

（５）第三次山口市子ども読書活動推進計画（案）について 

 

 藤本教育長  ただいまから、平成３０年第１回教育委員会（定例会）を開会いたし

ます。 

 本日の会議録の署名は、宮原委員さんと佐藤委員さんにお願いいたし

ます。 

 本日は、報告事項５件となっております。 

 公開・非公開を確認する議案等はございませんので、順番どおり始め

たいと思います。 

 それでは、報告第１号の第二次山口市教育振興基本計画（案）につい

て事務局から説明をお願いいたします。原田教育総務課長。 

原田教育総

務課長 

 それでは、第二次山口市教育振興基本計画（案）について、御説明を

いたします。 

 資料の③と、本日お配りをいたしておりますＡ３横長の計画の概要版、

こちらも一緒に御覧いただきたいと存じます。 

 前回の定例会におきまして、計画の素案を御説明いたしておりますの

で、本日は主に前回御意見をいただいた部分や変更した部分を中心に、

本日配付いたしました概要版で改めて御説明いたします。 

 まず、計画の位置づけでございますが、第二次山口市総合計画の分野

別計画であること、そして、２点目に教育基本法に定める教育の振興の
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ための施策に関する基本的な計画であること、そして３点目に、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律におけます市長が定める総合的な施

策の大綱という３つの位置づけといたしております。計画期間につきま

しては、平成３０年度から５年間でございます。 

 次に、本計画の教育目標でございますが、「やまぐちのまちで育む 郷

土を愛し 豊かな心と健やかな体で 未来を生きぬく子ども」とし、目

指すべき子どもの姿を多様化した社会の中でしっかりと生きていけるよ

うに、知力、徳力、体力、コミュニケーション力を身につけていく子ど

もといたしております。 

 前回の定例会におきまして、宮原委員さん、佐藤委員さんから御意見

いただいた「郷土を愛し」の部分でございますが、愛するという人の心

情に当たるものは、教育目標としてはどうなのか。結果として、愛する

という心が生まれるもので、押しつけになるイメージにならないか。愛

さない子どももいるのではないかという趣旨の御意見をいただいたとこ

ろでございます。それらの御意見を踏まえまして、その部分の表現をど

のようにするか。再度事務局で協議検討をいたしました。事務局といた

しましては、教育目標は法令の規定とは違い、山口の子どもたちに、こ

のような子どもに育ってほしいという理想像を掲げることで、決して心

情を押しつけるものではないこと、また、郷土を愛することができるよ

うな教育環境をつくっていくという思いも含まれていると考えておりま

す。 

 また、第二次山口市総合計画におきましても、将来都市像を「豊かな

暮らし、交流と創造のまち山口～これが私のふるさとだ～」としており、

地方創生に向け、誇りと愛着が生まれるまちを創造していこうとしてい

ることから、教育目標の郷土を愛しのフレーズはそのままの表現といた

しております。この点につきましては、改めて御意見をいただければと

存じます。 

 次に、目指すべき子どもの姿を知力、徳力、体力、コミュニケーショ

ン力を身につけ、将来の夢に向け、自分自身で未来を切り開き、多様化

した社会の中でしっかりと生きていけるような子どもとしております。 

 そして、「やまぐちのまちで育む」に対する思いは、多くの大学やＹ

ＣＡＭなどを有する本市の特長を生かし、学校、家庭、地域だけでなく、

さまざまな団体などが一体となり、山口のまち全体が広い意味での教育

となり、子どもたちの成長を見守るというものでございます。 

 続きまして、この教育目標に向けて取り組む各施策でございますが、

右側に４つの方向性に分け、整理いたしております。 

 まず、基本的方向性１、子どもたちの「生きる力」を育むでは、主に

は学校教育の充実に向けた施策を中心に、質の高い授業づくり、補助教

員の配置、ＩＣＴの活用などに取り組んでまいります。 
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 基本的方向性２、教育環境を整え、学びの質を高めるでは、主に、コ

ミュニティ・スクールの充実や教員の指導力向上、学校施設の整備につ

いて取り組みを進めます。 

 基本的方向性３、地域・家庭の教育力を高めるでは、学校、家庭、地

域の連携を深め、地域協育ネットの充実や教育支援ネットワーク「やま

ぐち路傍塾」の活用などを進めてまいります。 

 基本的方向性４、学びを充実し、郷土愛を育むでは、社会教育、生涯

学習の推進や「日本一 本を読むまち」への取り組み、文化財の活用等

について取り組んでいきます。 

 さらに、これらの施策の展開を図りながら、目標の達成に向け、３つ

のプロジェクト事業を掲げ、特に重点的に取り組んでまいります。 

 学力向上プロジェクトでは、子どもたちの基礎学力定着を目指し、県

内トップクラスの補助教員の配置やＩＣＴ環境のさらなる充実、デジタ

ル教科書の先行導入など、グローバルに活躍する資質の育成プロジェク

トでは、子どもたちが国際的視野を身につけることを目指し、小学校５、

６年生で始まる英語の教科化などに備えたＩＣＴなどを活用した外国語

教育の推進や教員の指導力向上、幼稚園、保育園などで行う英語に触れ

合う機会の提供など、学校安心向上プロジェクトでは、つり天井の撤去

や幼・小・中学校全教室への空調設備の設置、トイレの洋式化などに重

点的に取り組んでまいります。 

 計画の内容につきましては、概要版で説明させていただきましたが、

前回御指摘していただいた、字句の訂正や細かい表現なども修正してお

りますほか、関係部局などからの指摘による修正を行いましたものを、

本日の資料③でお配りさせていただいております。 

 この中で特に大きく変更した部分につきましては、資料の１３ページ、

５いじめ、不登校等の状況でございます。これは策定委員会の御意見に

より、第１章の山口市の教育を取り巻く状況に追加した項目でございま

す。申しわけございませんが、このページを本日お配りしております差

しかえ版と言いますか、（４）いじめ、不登校の状況、こちらに差しか

えをお願いいたします。本日差しかえた部分の内容につきましては、数

値比較を山口市と県との比較をしておりましたものを、それまでのペー

ジが基本的に国との比較をいたしておりましたので、それに合わせると

いう形で、国と市を比較したようなグラフということで、お示ししたも

のでございます。 

 加えて、項目を、前の項目の４子どもの状況の（４）として入れ込む

ということに変更させていただいたものでございます。 

 内容についての説明は以上でございますけども、確定に向けました今

後のスケジュールにつきましては、この２９日に開催されます経営会議

に諮りまして、御承認をいただいた後に、議会への説明、パブリックコ
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メントを行いまして、３月の教育委員会定例会で議案として上程する予

定といたしております。 

 以上、教育振興基本計画の説明を終わります。 

 藤本教育長  それでは、報告第１号につきまして、御意見、御質問等がございませ

んでしょうか。佐藤委員。 

 佐藤委員  質問ですが、１ページ目の総合計画の図面について、ほかの計画も一

緒だったので、何回読んでもよくわからなくて。分野別計画において、

教育振興基本計画とほかのいろいろな方針とかは、同列なものなのです

か。そこら辺がよくわからなくて。同列だから緑の線が囲ってあるのか

と思ったのですが、縦にオレンジが引いてあるのは関連ということかと

思ったのですが、このオレンジの点線は何を意味するのだろうと思った

りしていています。例えば、いじめ防止基本方針に沿ってと中に書いて

あるのですが、基本方針と振興基本計画は、同列というか、同次元のも

のなのかと。図書館の計画を見ると同次元なのかと思って、この並びが

わかりにくかったと思ったのが１点。もう１点は、質問ではなくて、感

じたことで、１６ページですけど、こういう計画には、いろいろとアル

ファベットが並ぶと思います。ＡＩのところには書いてありますけど、

１６ページのＡＦＰＹ、これは、知っている人は知っているかもしれま

せんけど、山口県独自の考え方なので、どこかに※印を入れないと一般

の人が見ても、わからないかと思いました。 

 以上です。 

 藤本教育長  ありがとうございました。原田教育総務課長。 

 原田教育総

務課長 

 ただいま御指摘いただきましたＡＦＰＹという字句のほか、わかりづ

らい一般的ではない単語が出ていると思いますけども、それについては、

最後の用語解説で説明をしようと思いますので、ここの部分には、（注）

の印をつけるなどを行ってまいりたいと考えております。 

 １ページの計画の位置づけのところでございますけども、わかりづら

いという御指摘だろうと思いますが、教育振興基本計画以外の計画も、

それぞれが総合計画の分野別計画という位置づけでございます。また、

教育振興基本計画は、教育関連計画の最上位計画という位置づけでござ

いまして、全体を包含しているというような位置づけもございますので、

それを点線でお示ししております。分かりづらかったと存じますが、そ

ういうことを意味しております。 

 中谷教育部

長 

 補足いたしますと、教育基本法に基づく教育委員会の権限に基づく計

画の部分と、市長部局がつくる市長の大綱としての部分が一つになって

おります。また、子ども読書活動推進計画については、上位法がござい

まして、市町村が策定する計画として位置づけられており、本質的には

市長が作成するものが、教育委員会の所管に入っております。教育につ

いては、教育基本法という国の上位法において、総合的な位置づけの計
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画がございます。山口市の計画策定の範囲で言うと、教育振興基本計画

は、この図表の下のほうを全部網羅しているように見えて、実は教育委

員会の所管部分のところだけを作成しますということを途中に入れてお

ります。そうしたことから計画の中身が非常に複雑になっております。

山口市の計画の全ては、総合計画の分野別計画ですという位置づけがご

ざいまいして、それ以外の関連性については、各計画の中で、この図の

ように、こんな感じですよという示し方をしているところでございます。

表現することが難しく、我々も困っておりますが、原田課長が申し上げ

たように、点線で囲っている部分が大もとの教育委員会としての計画で、

どの分野別計画についても、全てが関連しているということで、縦軸を

入れていると御理解いただければ幸いでございます。 

 佐藤委員  枝分かれするのでしたらわかりますけど、点線で囲っているのなら、

縦線は要らないかと。関連を点線で囲むのなら縦線は要らないので、そ

こからの枝分かれの線なのかと感じたところです。 

 中谷教育部

長 

 縦もあり、横もありで、結局、どっちなのでしょうかという感じがご

ざいますね。 

 佐藤委員  上から順に何か意味があるのではないかというふうに感じましたが、

そういうわけでもないようですね。 

 中谷教育部

長 

 ほかの計画の説明では、例えば、図書館の計画では図書館計画が一番

上に表現されております。順番や関係性については、この図表で表現仕

切れていないという御指摘もございますが、教育振興基本計画について

は、この点線で網羅的な計画であるということを示していると御理解い

ただきたいと存じます。 

 藤本教育長  佐藤委員、よろしいでしょうか。 

 佐藤委員  はい、ありがとうございました。 

 藤本教育長  ほかにございましたら。山本委員、お願いします。 

 山本委員  前回拝見しまして、いろいろな字句に注文をつけた者からすると、今

回は大変コンパクトにわかりやすく訂正されていると感じております

が、１９ページの道徳教育の推進についてですが、この文章だけが一文

になっております。６行で一文に。「進んでいるとともに」のあたりで、

「進めます。」、「また」という形で、２文にすれば、わかりやすいか

と思いました。字句のことで申しわけありません。 

 それから、２１ページの一番下、コミュニケーション能力を養う機会

の充実のところの１行目です。「コミュニケーションを図るためには、

言語の理解だけではなく」、「だけではなく」のあの「は」の字が妙に

気になります。「だけでは」というと、これまで、こう言われてきてい

るということが物すごくクローズアップされます。でも、決してそうで

はないと思いますので、この「は」は要らないのではないかと思います。 
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 それから、３９ページ一番下の幼児期からの国際理解の機会提供です

が、ここに、機会提供とタイトルで打ってあるので、機会の提供するこ

とについて研究を行いますというふうに書いてあるのだと思いますが、

触れる機会を提供することだけに特化して、それは難しいのではないか

と思いまして、むしろ、「市立保育所において」を「おける」にして、

「おける留学生と交流して、外国語や海外の多様な文化に触れる機会の

あり方について研究を行います」というぐらいのやわらかいほうがいい

のではないかと個人的に思いました。表題に提供というのがあるから、

提供ということにこだわられたのだろうと思います。 

 以上です。 

 原田教育総

務課長 

 御意見につきましては、検討させていただきたいと存じます。ありが

とうございます。 

 藤本教育長  御意見について検討させていただくということでよろしいでしょう

か。 

 山本委員  はい。 

 藤本教育長  ほかにございませんか。 

 はい、宮原委員。 

 宮原委員  先月「郷土を愛し」というところで、私が御質問申し上げたので、回

答いただきまして、ありがとうございます。 

 感覚的にひっかかっているのですが、実際に４つの基本的方向性の中

の郷土愛のところで、施策がそれぞれある。その分については全く問題

ないと感じていますし、新しく社会教育の充実というのが、前回の教育

振興基本計画から、さらに充実させていこうということで、そこの部分

は、大変大切な施策になるというふうに思っています。感覚的なものな

ので、特にこだわっているわけではありません。 

 ひとつ質問があるのですけれども、３２ページの一番下の丸ですが、

文章がうまく入っていかなかったといいますか、「子どもたちが異なる

文化に対する理解を深め国際的な視野が持てるように、国際社会におけ

る持続可能性を学ぶ講座」のこの持続可能性が何の持続なのか、この文

章からはわからなかったです。それをお尋ねしたいと思います。 

 藤本教育長  石川教育総務課主幹。 

 石川教育総

務課主幹 

 今の御質問についてですが、資源の限られた現在の国際的な経済社会

において、あらゆる地域の人々全員が、文化的もしくは経済的な生活を

継続して送れるような社会をつくっていくということについて、理解を

深めていきたいということを表現しているところでございますが、確か

に、国際的な視野と社会の持続性というところが、御指摘のように説明

が不足しております。子ども達を含めた世界中の人類が、経済的にも、

文化的にも、十分な生活が送れるように、国際社会がしっかり取り組ん

でいくことになる。そういった視点を持って、これからの国際文化交流
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を進める講座をつくっていくというような意味合いでございます。 

 中谷教育部

長 

 修正いたします。 

 藤本教育長  趣旨と文言に多少のズレがございました。再検討させてください。 

 宮原委員  持続可能な開発とかが、よく言われているので、そういうことをイメ

ージされてと。 

 中谷教育部

長 

 環境問題など、グローバルな世界でのさまざまな問題の捉え方を多角

的にやりたいということをコンパクトにしていったら、よくわからない

表現になってしまいました。きちんと見直しをさせていただきます。 

 藤本教育長  表現の修正をいたします。 

 宮原委員  はい、よろしくお願いします。 

 藤本教育長  教育目標についてはよろしいですね。 

 宮原委員  はい。 

 藤本教育長  その他よろしいでしょうか。 

続きまして、報告第２号の平成３０年度全国学力・学習状況調査への

参加について、事務局から説明をお願いいたします。江山学校教育課長。 

 江山学校教

育課長 

 報告第２号全国学力・学習状況調査への参加について、ご説明いたし

ます。 

 議案資料①の２ページと議案参考資料②を御覧ください。 

 議案参考資料②の１ページから６ページにございますように、年末に

文部科学省から山口県教育長を通して、参加意向調査がございましたの

で、山口市内の公立全小中学校が参加する旨を４ページにございますよ

うに回答いたしたところでございます。 

 ただし、小学校につきましては、本来３３校ございますが、生雲小学

校に６年生がおりませんので、３２校の参加となっております。 

 ７ページ以降に実施要綱がございますので、説明をさせていただきま

す。 

 平成３０年度の全国学力・学習状況調査、７ページでございます。本

体調査というのが毎年実施しているものです。調査の対象は、小学校が

６年生、中学校が３年生でございます。 

 次に８ページでございます。調査事項は、生徒に対する教科に関する

調査と質問紙調査、学校に対する調査がございます。教科に関する調査

については、小学校は国語、算数と理科、中学校は国語、数学及び理科。

理科については３年に１回の実施となりますので、平成２７年に次いで

の実施でございます。 

 質問紙については、学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面に

ついての質問紙調査を行うものでございます。 

 実施日ですが、平成３０年７月１７日、火曜日ということになってお
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ります。その日に実施できない場合には報告をいたしますが、例年この

日に実施しております。また、質問紙調査については７月中に実施する

ことになっております。 

 １７ページをお開きください。 

 大きな５として、中学校の英語予備調査というのがございます。平成

３１年度の全国学力・学習状況調査の中学校調査に英語調査を行うので、

それに向けた予備調査をやっております。この調査の対象校は、文部科

学省から直前に指定され、昨年は白石中学校、一昨年は徳地中学校でご

ざいました。小規模校と中規模校が済みましたので、次回は大規模校に

なるかもしれません。調査の円滑な実施に向けた予備調査が行われる予

定でございます。 

 以上で、報告第２号の説明を終わります。 

 藤本教育長  それでは、報告第２号につきまして、意見、御質問等がございました

ら、お願いいたします。竹内委員。 

 竹内委員  英語の予備調査のところですけど、１８ページ、口述式によって、話

す力を、話すことを見ようというふうにありますが、方法としてはどの

ようなものがあるのですか。 

 江山学校教

育課長 

 教員が、面談といいますか、面接のような感じで一対一で実施するも

のでございまして、かなりの時間を要すると伺っております 

 竹内委員  はい、ありがとうございます。 

 藤本教育長  ありがとうございました。 

続きまして、報告第３号の平成３０年山口市成人式の参加状況につい

て、事務局から説明をお願いいたしします。井上社会教育課長。 

 井上社会教

育課長 

 それでは、報告第３号平成３０年山口市成人式の参加状況について、

御報告いたします。 

 議案集①の３ページ、４ページをお開きください。 

 平成３０年の山口市成人式を１月７日、日曜日に山口市民会館大ホー

ルにおきまして挙行いたしました。 

 参加対象者は、平成９年４月２日生まれから平成１０年４月１日生ま

れの方でございました。 

 地区別の参加状況につきましては、資料の４ページのとおりでござい

ます。 

 住登外の方を含め、一番下の欄ですけれども、参加対象者２，２７８

人に対しまして、参加者総数、受付通過者数は１，５３８人でございま

した。出席率は６７．５％となっております。前年に比べまして、参加

者数で１３７人の増、出席率で１．７ポイントの増となっております。

当日、雨が降らずに比較的暖かかったことの影響もあろうかと存じます。 

 なお、この式典等における大きなトラブルはございませんでしたが、

今年度からアトラクションに抽選会等を実施したために、大ホール内は、



- 9 - 

ほぼ満席となりまして、会場に入ったものの席に座れず、小ホールへ移

っていただいた成人の方もございました。一部、市長の挨拶や成人の誓

いの場面で、やじを飛ばす新成人もおりました。飲酒した新成人の対応

など、来年に向けて再検討をしたいと考えております。 

 また、成人年齢を１８歳に引き下げる民法改正が検討されております。

その現状を踏まえますと、今後、全国的に成人式のあり方について、議

論がされることと思われます。成人式が単に成人を祝う場でなく、本市

の若者が一堂に会する貴重な機会と捉え、本市への愛着を育み、若者の

定住につなげ、山口の魅力を発信するとの意味合いからも、成人式につ

いては、二十歳の集いということで、方針等につきまして、検討してい

きたいと考えております。 

 以上で報告第３号についての説明を終わります。 

 藤本教育長  それでは、報告第３号について、意見、御質問等はございませんでし

ょうか。委員の皆さんには御出席を賜り、どうもありがとうございました。 

 意見・御質問がないようですので、続きまして、報告第４号第三次山

口市立図書館サービス計画（案）について、事務局から説明をお願いい

たします。山田中央図書館長。 

 山田中央図

書館長 

 第三次山口市立図書館サービス計画の案について、御説明をさせてい

ただきます。 

 資料は④でございますが、本日は、先ほどお配りしておりますＡ３横

の資料で説明させていただきます。 

 資料の真ん中あたりを御覧ください。 

 こちらの計画の計画期間につきましては、平成３０年度から平成３４

年度となっております。５年間の計画でございます。関連計画といたし

ましては、先ほども説明のございました教育振興基本計画、市長部局の

山口市生涯学習推進本部計画が関連計画としてございます。 

 次の計画策定の趣旨でございます。図書館サービス計画は、平成１９

年に第一次計画を策定し、平成２４年から現在までが第二次計画でござ

いますけども、その二次計画から、「日本一 本を読むまち」を掲げま

して、地域の文化や活動を支える人づくり、市民一人一人の心豊かな生

活の実現を目指してまいったところでございまして、全市的なサービス

のためのシステムの一元化、加えまして、合併後の小郡、秋穂、阿東の

図書館建設、移動図書館車の増車、さらには、学校図書館の支援にも取

り組んでまいったところでございます。 

 近年のライフスタイルの多様化や少子高齢化の進行と社会環境の変容

は目まぐるしく、図書館に対しても、新規の課題解決への支援、そして、

市民交流の場など、単に本を貸すのではなく、多様な側面を持つことが

望まれているところでございます。 

 このようなことを踏まえまして、本市におけます図書館の基本的なサ
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ービスや新しいサービスの方向性を示す指針、あるいは、目標となる計

画として策定をいたすものでございます。 

 次に、新図書館の基本的な方向でございます。 

 本文に、主要な課題として、広域的な市域でどのようなサービスを行

うか、まちづくりにどうかかわっていくのかなど、図書館としての課題

を上げているところでございますが、このような取り巻く状況を捉えま

して、３つの基本的な方向を定め、活動を展開するということで、１番

が、市民一人ひとりが心豊かに暮らし続けられるよう支援する図書館づ

くり、２番として、地域の文化や活動を支えている人へ支援ができる図

書館づくり、そして、３番が「日本一 本を読むまちづくり」といたし

まして、このような基本的な方向をもとに、計画の基本方針といたしま

して「いつでも、どこでも、本のあるまち どんなときも身近に役立ち 

出会いを大切にする図書館」といたしまして、市民が読書活動を活発に

して、図書館のサービスの利用が増加して、本を通じたさまざまな活動

の輪が広がるような取り組みを進めるということを基本方針といたして

おります。 

 第二次計画までは、「どんなときも身近に役立ち、出会いを大切にす

る図書館」としておりましたが、いつでも、どこでも、本のあるまちと

いうまちづくりや人づくりに関連するような視点をこのたび、理念、基

本方針の中に入れ込んでおります。 

 成果指標といたしましては、市民一人当たりの貸し出し件数、市民一

人当たりの１カ月の読書冊数、年間入館者数という３点を当てておると

ころでございます。 

 この基本方針を実際に実現するために、どのようにするかというとこ

ろで、まず３つの目標を設定いたしております。 

 基本目標１といたしまして、地域を支える情報拠点として市民に役立

つ図書館。いわゆる貸し出し、返却、予約等の基本的なサービスを提供

するとともに、資料のかわりにお調べをしたりするレファレンスサービ

スの充実を図ってまいります。そして、各資料の形成や地域資料の収集

提供を進めるなど、サービスの向上を図っていくという、どちらかとい

うと、基本的な図書館の知の部分を、市民に役立つという部分の目標で

ございます。これの成果指標につきましては、１番から５番で上げてい

るとおりでございます。 

 基本目標２が、次代を担う子どもの育成を支援する図書館。学校への

図書の配送サービス等によりまして、学校図書館支援の充実やブックス

タート事業の継続実施、保育園等への配送など、子どもの読書環境の充

実を図っていくことにしております。こちらの計画の目標につきまして

は、成果指標といたしまして、学校図書館の児童生徒一人当たりの貸し

出し冊数ほか、３つの成果指標を考えているところでございます。 
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 基本目標３、市民の知的好奇心を刺激し、地域に潤いを与える図書館

ということで、図書館館内の施設整備の改善ですとか、システムの更新、

定期的な更新等によりまして、快適、そして、利便性が高い図書館とな

るように進めてまいります。そして、図書館友の会等と協働しました事

業実施等を通じまして、これまでの利用者に加えて、また、新たな利用

層の開拓に取り組んでまいります。 

 現在、成果指標で上げておりますように、現状値、このぐらいの５３．

２％の登録がありますけれども、１年間に一度も図書館を利用したこと

がないという方が、アンケートによりますと、市民の約半数という結果

が出ておりますので、このあたりが課題となっております。 

 昨年９月に、図書館サービス計画につきまして、御説明の機会がござ

いましたが、その際には、市民あるいは利用者という言葉が使われてい

るということはどうでしょうかということを佐藤委員さんから御指摘を

いただきまして、その後、整理をいたしまして、全て市民という言葉で

広く捉えようということで、変更をいたしております。 

 それから、一番左側を御覧ください。プロジェクト事業を挙げており

ます。 

 このプロジェクト事業につきましては、目指す姿を実現するために、

早期の取り組み、そして、成果が求められる事業ということを位置づけ

ておりまして、この５年間で重点的に取り組んでまいる事業でございま

す。 

 まず、プロジェクト事業１といたしまして、まちじゅう読書推進プロ

ジェクトでございます。現在、図書館につきましては、くつろいでいた

り、快適であったり、そして、また、市民が活動する場であったり、交

流する場であったり、また、それを通じて、地域の人材を育てていくよ

うな、そういう機能を求められておりますことから、館内環境の整備と

ともに、市民が本に触れ親しむことのできる読書のまちづくりにつなが

るよう、民間と連携をした取り組みを進めてまいることにいたしており

ます。 

 次に、プロジェクト事業２でございます。 

 図書館というのは、持っております資料が、その魅力につながる部分

がございますので、蔵書充実プロジェクトといたしまして、資料の入手

ルートの確保や市立図書館全体で６館ございますけども、６館でどうい

うふうに資料分担をするかなどの体制強化に取り組んでまいります。 

 また、今現在、電子図書、インターネット等を通じた電子媒体の資料

を利用できる図書館というのもふえてきておりますけども、そういうと

ころも目指した取り組みを進めてまいる予定にしております。 

 次は、プロジェクト事業３でございます。地域資料保存・活用推進プ

ロジェクトでございます。 
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 山口市に関する資料については、山口市立図書館において保存・活用

する必要がございますことから、まずは地域資料の収集方針を定めまし

て、資料の収集、提供、情報発信するなど、サービスの充実を図ってま

いることとしております。 

 次は、プロジェクト事業４でございます。 

 市全域サービス充実プロジェクトでございます。現在、山口市は御案

内のとおり、１，０００平方キロメートルを超えます大変大きな市でご

ざいますので、そのような状況の中、どのように図書館サービスを展開

していくかということが課題でございます。現在、地域交流センター分

館へ配本等をいたしておりますけど、その拡充であったり、民間事業者

との連携によって、予約資料の受け取りができたりするポイントを拡大

できるような検討を考えているところでございます。 

 そして、現在、移動図書館を２台で運行しております。こちらにつき

ましても、高齢者施設等、自分の足で出かけていくことが難しい方に対

して、重点的に運行するなど、運行形態の見直しも適宜やっていきたい

と考えております。 

 次にプロジェクト事業５でございます。学校図書館支援サービス充実

プロジェクトでございます。 

 現在、小学校へは１００冊、中学校へは５０冊、幼稚園へは２５冊ほ

ど団体貸し出しという形で、図書館の資料を活用しております。その資

料を使って、読書の時間や、各教科の学習課題、調べ学習に役立ててい

ただけるように利用してもらっておりますが、それについて、学校現場

からの要望もございますので、調べ学習に対する支援を進めてまいりた

いと考えております。 

 そして、学校司書への読み聞かせ等の技術資料や図書館運営に関する

アドバイスなど、学校図書館を後方から支援をしていくことを考えてお

ります。 

 事業等につきましては、以上でございます。 

 これらの事業等につきましては、中央図書館をはじめ市内全６館図書

館共通で取り組みますものと、中央図書館で実施をするものがございま

すが、お互い連携をとりながら進めていくように考えております。 

 また、本日は資料につけておりませんけども、業務の説明等につきま

して、後日改めてお示ししたいと考えております。 

 今後の予定につきましては、先ほどの教育振興基本計画と同様に本日

の会議の後、３月に経営会議、パブリックコメント等を終わりまして、

再度、この教育委員会にお諮りしたいと考えております。 

 図書館サービス計画につきましては、御説明のとおりでございます。 

 藤本教育長  それでは、報告第４号につきまして、意見、御質問等ございませんで

しょうか。山本委員。 
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山本委員  資料④でもいいですか。 

 

 藤本教育長  はい。山田館長。 

 山本委員  １１ページの（５）少年期からの読書週間の形成や１段目から２段目

に要因についての説明が書いてあるのですが、その要因としてはのとこ

ろで、小学校では教科書に多数の図書が紹介されている等により児童を

読書へいざなう一助になっていると推察されていますと。読書の増加傾

向にあるという、その要因で推察されていますという言い方で、これは、

どこかで言われている話ですか。 

 藤本教育長  はい。 

 山田中央図

書館長 

 これにつきましては、こちらの学校読書調査の解説といいますか、そ

れに関係する分析等の中で挙げておられることを引用させていただいて

おります。 

 山本委員  わかりました。 

 山田中央図

書館長 

 はい。 

 山本委員  一般的であればいいのですが、個人的に考えたときに、本当だろうか

と思うような内容だったので、気になったところです。 

 それから４３ページの真ん中あたり、利用案内の充実の項目の中に、

ＯＰＡＣ（オーピーエーシー）とあるのですが、これは用語解説が入る

のだろうと思いますが。 

 藤本教育長  山田館長。 

 山田中央図

書館長 

 ＯＰＡＣ（オーパック）と言います。ＯＰＡＣは、皆さんもされると

思いますけど、図書館の蔵書を検索したり、予約をしたりするシステム

のことでございます。 

 山本委員  ああ、そうですか。 

 山田中央図

書館長 

 これも用語説明に入れる予定としております。 

 藤本教育長  また別に定めるということでよろしいですね。 

 山田中央図

書館長 

 はい。 

 山本委員  続いて、５３ページですが、現状の中の⑥番、「ワーク・ライフ・バ

ランス」という、仕事と仕事以外の生活の調和を図るという。ここは何

か同じことが２回言われているような気がします。最初の「ワーク・ラ

イフ・バランス」は必要ないのではと思いました。どちらかを優先すれ

ばいいと思います。 

 それから、このページと５４ページに通じてなんですが、取り組みと

いう言い方、取り組むという、動詞にすれば、取り組むと言うのですが、
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取り組みという場合、市の場合、ほとんど体現化して、取ると組むにな

っているので、５３ページの中ほどあたりに取り組みというのがたくさ

んありますが、これが体現化する必要があるかなと。 

 それから、５４ページのまちじゅう図書館の中では、項目のほうには、

取り組みの推進と書いてあって、取り組みがまた体現化されていません。

それと、５６ページにもあります。（２）のインターネットのところの

２行目、取り組みをというところ、その語句の統一をもう一度見直され

たらいいのではないかという感想です。 

 以上です。 

 藤本教育長  表記の統一をということでございます。よろしいでしょうか。 

 山田中央図

書館長 

 はい。ありがとうございました。 

 藤本教育長  ほかにございますでしょうか。佐々木委員。 

 佐々木委員  関連して、２点ほどお尋ねしたいのですけども、もしかしたら、計画

の中に記述があるかもしれませんが、見当たらなかったので。 

駐車場のスペースが、お店も出て、少なくなっているような気がしま

すけど、それについての利用者の意見といいますか、そういうものがあ

るのかなというのが一つ。もう一つは、夏に開館時間を遅くまでされた

こともあったかと思いますけども、そういうようなことを踏まえての開

館時間の延長なりというサービスの向上という可能性について。ただ、

私自身は、山口市の図書館は、非常に満足して利用していて、心地よく

使わせていただいておりますし、余りサービス過多になって、提供する

側の負担になってもいけないなという気持ちも他方では持っているので

すけど、２点お尋ねしたいと思っています。 

 藤本教育長  山田館長。 

 山田中央図

書館長 

 まず、１点目の駐車場の件でございますが、駐車場は、中央図書館を

念頭にされた御発言かと思いますけども、中央図書館につきましては、

ＹＣＡＭとの複合施設でございまして、図書館サービス計画の中で、ハ

ード的な部分としていますが、触れにくいところがございまして、明確

な形で取り上げてはおりません。 

 それから２点目の時間の関係につきましては、サービス全体の見直し

の中で、必要に応じて見直したいと考えておりますので、個別に時間の

ことについては触れておりません。 

 ただ、そういうことについては、必要に応じた研究や検討を進めてい

くことにしております。 

図書館駐車場の現状につきまして追加でございますが、先般２０日の

日にも、歴史関係のイベントを実施いたしましたけれども、４００人の

方がおいでになりました。日曜日であれば、ケーブルテレビさんや、空

いていれば、農協会館さんの駐車場等をお借りすることができるのです
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けれども、土曜日でございましたので、そういうことができないために、

駐車場についての御意見をいただいたことは事実としてございます。 

 それから、時間のほうにつきましては、平成２６、２７、２８年の３

カ年について、夏に２時間ほど延長をいたしたところでございます。こ

の延長の分析の結果を、昨年の教育委員会に御報告をさせていただいた

と聞いておりますけども、思ったほど利用者数が延びていないというと

ころがございまして、平成２９年度については、延長せずにそのままと

いう形の運営をさせていただいたところでございます。その中で、土日

についても、長く延ばしてくださいという特段の御意見は、ございませ

ん。 

 駐車場について補足でございますが、イベントの実施がない土日につ

きましても、ほぼ満杯の状況ではございますが、全くは入れませんでし

たというようなこともないのが現状でございます。 

 藤本教育長  ほかにございませんか。 

 横山委員  ５３ページ、５４ページの中央図書館共同利用スペース利用率という

ので、５４ページの（２）に、中央図書館のグループでの学習や自習室

と云々の共同利用スペースを整備しますというのは、現状ゼロパーセン

トというのは整備していないということですか。今はないという意味で

すか。あるけど、利用されていないということですか。 

 藤本教育長  山田館長。 

 山田中央図

書館長 

 ただいまの御質問の共同利用スペースの件でございますが、現在、図

書館にはボランティア室という形で部屋はございますが、使い勝手が悪

い状況でございまして、次年度以降、そのスペースをもっと利用しやす

い感じに工事をさせていただくことになっておりまして、それで現状値

は、ゼロということになっております。 

 藤本教育長  はい、横山委員。 

 横山委員  それに関連して、目標値というのが１０パーセント、３４年に２０パ

ーセントというのは、これは利用時間ですか、何をもって１００パーセ

ントと考えている。 

 藤本教育長  山田館長。 

 山田中央図

書館長 

利用日数ということで想定しております。 

 藤本教育長  日数ですか。 

 横山委員  １年間に全部利用したら、１００パーセントということですね。 

 藤本教育長  はい。よろしいですか。その他ございますか。佐藤委員。 

 佐藤委員  一番右の基本目標の成果指標の５ですが、６５歳以上の利用登録率と

いうのは、分母は６５歳以上の市民で、利用登録をしている人のうちの

６５歳以上の人が分子で算出しているのですか。 
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 藤本教育長  山田館長。 

 山田中央図

書館長 

 委員さんのおっしゃるとおりでございます。 

 佐藤委員  ６５歳以上の方が、基本方針とか、市民一人当たりって書いてあった

ので、６５歳以上の市民の利用登録率でもいいのではないかと思いまし

た。何かもう一言入ったらわかりやすいと思いました。 

 山田中央図

書館長 

 ６５歳以上の市民分の登録率で、分子には、山口市民の方と、通勤通

学等により山口市で登録ができる方も含まれている状況でございます。 

 中谷教育部

長 

 分母は市民で、分子は市民外が入っております。 

 佐藤委員  そうなると、１００パーセントを超えることもあり得るということで

すか。 

 中谷教育部

長 

 実は、基本目標３の利用登録率も一緒で、図書館の利用登録率を語る

ときに、全国的にそういう算定の仕方をするようなので、それに合わせ

て、山口市の利用登録率も、ずっと以前から、分母分子については、そ

ういう扱いをしているということでございます。 

 佐藤委員  市民の利用登録率ではないと。 

 中谷教育部

長 

 そうですね。図書館業界独特の数字の出し方でございます。 

 藤本教育長  佐藤委員。 

 佐藤委員  利用登録率に占める６５歳の割合なのかと、どういう意味なのかとす

ごく考えました。 

 藤本教育長  はい。佐々木委員。 

 佐々木委員  済みません。今の６５歳以上という年齢の人を調べるというようなこ

とが結構よくあるのですか。ということは、利用登録者の年齢も聞いて

いるというか、通常聞くようになっとるということですか。 

 藤本教育長  山田館長。 

 山田中央図

書館長 

 登録をしていただくときには、利用者の方に御住所と生年月日をお尋

ねして、本人確認をして登録しております。また、いろいろな貸し出し

についての分析を年代ごとに出しておりますので、そういうことに使わ

せていただいている状況でございます。 

 佐々木委員  いわゆる市民の概念が、山口市の住民ではないけども市外からの勤務

であるとか、学生等で来られている場合があって、その場合でも、生年

月日を調べられて、利用登録をされるということですね。 

 藤本教育長  よろしいですか。 

それでは続きまして、報告第５号の第三次山口市子ども読書活動推進

計画（案）について、事務局から説明をお願いいたします。山田館長。 

 山田中央図  引き続きまして、第三次山口市子ども読書活動推進計画について御説



- 17 - 

書館長 明をさせていただきます。 

 こちらの計画につきましては、今回初めて皆様方に御説明をさせてい

ただくものでございます。 

 お手元のＡ３の資料に沿って説明をさせていただきます。 

 資料ではないのですけれども、この計画策定の改定について、若干説

明をいたしますと、国が平成１２年を子ども読書年といたしまして、平

成１３年１２月に子どもの読書活動の推進に関する法律を施行いたしま

して、子ども読書活動の推進に関する部分的な計画を作成しております。

そして、平成１９年には、学校教育法が一部改正されまして、義務教育

の目標として、読書に親しむことが挙げられたところでございます。 

 そして、平成２０年に図書館法が一部改正されまして、学校教育の援

助というのはもともとあったのですけども、家庭教育の向上に資すると

いうことが図書館の役割として、明記をされたところでございます。 

 そのようなことがございまして、家庭、地域、学校を通じて、社会全

体で、子どもの読書や読書環境づくりに取り組むことが重要という気運

が高まったところでございます。山口市もこれを受けまして、市立図書

館を中心に市の関係課とともに、第一次計画を平成２０年２月に策定し、

その後、第二次計画を平成２５年３月に策定し、今回が第三次の策定で

ございます。 

 計画期間につきましては、平成３０年度から平成３４年度の５カ年で

ございます。 

 計画策定の目的につきましては、本文では９ページから載せておりま

すけども、これまでの取り組み、成果と課題、社会情勢の変化と計画の

継続性を踏まえまして、子どもの発達段階に応じた幅広い読書活動がで

きる環境づくりを総合的に推進するということといたしております。 

 計画の性格につきましては、先ほども少し御説明をいたしましたけど

も、子どもの読書活動の推進に関する法律の９条の規定に基づきまして、

山口市が取り組むべき目標、方向性を示したものでございます。これは、

国・県の計画をもとに、また、山口市の総合計画、ほかの部門計画、教

育振興基本計画等との整合性を図っております。実施に当たりましては、

関係部局との連携、それにより実施をしてまいることとしております。 

 次に目指す姿でございます。 

 基本理念といたしましては、子どもたちは本が好きで、たくさんの本

に囲まれて、みずから進んで読書をしています。こちらの基本理念と今

から御説明をいたします基本方針４つございますけど、これらにつきま

しては、第一次計画からそのまま同じ形で進めていくこととしておりま

す。実際に行う事業は別にして、大きな方針、理念については、第一次

計画、第二次計画を継承したものとなっております。 

 次に、基本理念の視点といたしましては、主体性、相互理解、生涯学
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習、この３点から基本理念を考えているところでございます。 

 次に、基本方針でございます。 

 先ほど申しましたように、二次計画までの基本方針を継承した目指す

姿を実現するために４つの基本方針を定めておりまして、その４つの基

本方針と成果指標をそれぞれ設けております。 

 まず、基本方針１でございます。 

 発達段階に応じた読書活動の充実ということで、目標といたしまして、

本との出会いや本を読む習慣、本に親しみ本との関わりを深めるという

３つの目標に対しまして、右側にどういう方策をしていくのかというと

ころで、家庭での読み聞かせの促進等を掲げております。 

 それから、成果指標等につきましては、ブックスタート、児童が参加

できる行事、学校図書館の児童生徒、このあたりを挙げておりますが、

二次計画と同じでございます。 

 次に、基本方針２でございます。 

 読書環境の整備、充実ということで、５つの目標を挙げております。

この中では、市立図書館の活用、学校図書館の積極的活用と読書活動、

そして、幼稚園、保育園では保育士さんと絵本を手にとる。そして、地

域交流センターや児童館、そして、子どもと本をつなぐ大人に、読書に

ついて気軽に話すというような大人との関係のことを目標として掲げて

おりまして、方策といたしましては、右にございますように、市立図書

館の読書環境の整備ほか、それぞれの方策を挙げているところでござい

ます。 

 基本方針３といたしまして、広報と啓発活動の推進、こちらでは、２

つの目標を掲げておりまして、読書に関するさまざまな情報を活用。み

ずから読書の楽しさ、大切さに気づくということで、方策といたしまし

ては、右に掲げていますようなことを挙げております。 

 そして、基本方針４で、地域全体での取り組みの推進ということで、

子どもの自主的な読書活動を地域で支える体制が整えられると市民との

協働により読書活動を推進するということで、地域ぐるみの支援で、日

常的に読書を楽しむという目標に、子ども読書活動の関係団体の支援等、

方策として４つ挙げております。 

 今、申しましたこの方策につきましては、基本方針１から４それぞれ

の方策がございますが、これにつきましては、本文では４４ページ以降

に、具体的に、どこが、何をするのだろうというところで、それぞれの

項目と担当をお示ししております。 

 図書館はもちろんですけれども、教育委員会については、学校教育課、

社会教育課も関連しておりますし、市長部局では、協働推進課、こども

家庭課、健康増進課などが関係しているところでございます。これは、

それぞれの立場で事業を進めることによって、計画を推進していくこと



- 19 - 

としております。 

 こちらの計画も、先ほどの山口市立図書館サービス計画と同様に、経

営会議やパブリックコメント等を経まして、最終的に３月に決定させて

いただくような流れとなっております。 

 説明といたしましては、以上でございます。 

 藤本教育長  それでは、報告第５号について、御意見、御質問等はございますか。

佐藤委員。 

 佐藤委員  感想ですが、最初の目次のところで、なぜ、この計画が必要なのです

かとか、どのような計画でしたということも、行政計画らしくなくて、

素敵だなと思いました。実際に読んでみても、第三者はすごくわかりや

すいなと思いました。どのような姿を目指すのですかなど、最初に簡単

な答えが書いてあって、その後に続いていくので、すごくわかりやすい

のですが、第１章と第２章は難しいなと思っていて、多分２章は計画の

概要だと思うので、例えば、第２章の頭に計画策定の目的と書いてある

のです。これは、なぜ計画が必要なのですかという、むしろ、１章のこ

とになっています。なので、どのような計画ですかという、こういう趣

旨の計画ですみたいな簡単な説明が、第３章のようにあったら読みやす

いのかと思います。ほかの章も、冒頭に書いてあれば読みたくなってく

ると思いました。 

 藤本教育長  冒頭に簡単な説明があると分かりやすいですね。 

 ほかに何かございますか。山田館長。 

 山田中央図

書館長 

 御指摘ありがとうございます。 

第１章、第２章あたりが読みにくいということでしょうか。 

 佐藤委員  いいえ。読みにくいわけではないのですけど、第３章みたいに書いて

あると、特徴的な計画というか、今までの行政計画とも違うなという感

じになると思った感想でした。 

 山田中央図

書館長 

 はい、ありがとうございました。 

 藤本教育長  その他ございますか。山本委員。 

 山本委員  冊子のほうですが、１４ページに、「新たな数値目標を設定し」とい

うのがありますが、これは新たな数値目標とは、具体的にどのことでし

ょうか。 

 藤本教育長 山田館長。 

 山田中央図

書館長 

 進行管理につきましては、数値目標ということで、成果指標と目標値

ということで、基本方針１から４ごとに設定をしておりまして、これを

４２ページ、第５章というところで、取り組みの成果をどのように把握

するのですかというところで、まとめた形で掲載いたしております。 

 山本委員  新たな数値目標というのは、この推進計画に対しての数値目標という
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意味で、目標を更新したということですね。新しい項目が何か入ってき

たのかと思ったところでした。すみません、わかりました。 

 それから、同じく１４ページですが、進行管理の中では、どちらかと

いうと、プラン・ドウ・チェック・アクションという言い方が多くて、

ＰＤＣＡという言い方が多いのですが、あえて、ＰＤＳにされた理由が

あるのでしょうか。もし、なければ、この限られた財源の中で選択と集

中を進め、必要に応じて取り組みや事業の見直しを行うというのは、ま

さにアクションの部分なので、ＰＤＣＡとしても、今風かなというふう

に思っています。特に理由がなければ御検討いただければと思います。 

 藤本教育長  はい。また検討させていただくということで、よろしいですか。 

 山本委員  はい。続けてよろしいでしょうか。 

 藤本教育長  はい。山本委員。 

 山本委員  １７ページですけれども、現状と課題の中の２番目の参加しやすい開

催日時やというところがありますけど、ここだけ、努めましたと過去形

になっています。ほかは全て前向きに書いてあるので、ここだけ後ろ向

きというのは、何かあるのだなと思ったのですけど。 

 藤本教育長  山田館長。 

 山田中央図

書館長 

 御指摘ありがとうございます。実は最近に、参加者しやすい開催日時

とか、開催場所の設定ということで見直しをしたところでございまして、

それを強調してしまったという結果でございます。文章のバランスを考

えさせていただきます。 

 山本委員  続いて、よろしいですか。 

 藤本教育長  はい、どうぞ。 

 山本委員  ３０ページの現状と課題の上から４番目の司書教諭は１２学級以上の

２１校に２１人というふうにありまして、司書教諭は学級、教科担任な

どと兼務していますという実務的なことだけが書かれていますが、ここ

で大事なのは、司書教諭さんが市の図書館司書さんと連携して、図書室

をすばらしく経営しておられることです。そういった部分を、司書教諭

は、使いやすい図書館、あるいは、読みやすい環境づくりに努めていま

すなど、何か司書教諭の活躍の内容もここに入れたいなというふうに思

いました。 

 藤本教育長 どちらかというと、前向きに取り組んでいるという姿勢ですね。 

 山本委員  そうですね。 

 竹内委員  ひとつよろしいですか。 

 藤本教育長  はい。竹内委員。 

 竹内委員  ７ページの発達段階に応じた日常活動の充実という部分に、ブックス

タート体験会の贈呈率というふうに書いてあるのですが、資料４を見る

と、ブックスタートパック贈呈率で、４２ページを見ると、ブックスタ



- 21 - 

ートの絵本の贈呈率という、３種類が書いてあるので、どれかに統一さ

れたらいいかなと思います。 

 藤本教育長  山田図書館長。 

 山田中央図

書館長 

 御指摘ありがとうございました。 

 藤本教育長  それは、表記の統一ということでよろしいですね。 

 ほかにございましたらお願いします。 

 それでは、よろしいですか。 

以上で、本日の付議案件については終了いたしました。 

 次回の定例会は、こちらの第２会議室で、２月１５日木曜日、午後２

時からの予定です。 

 以上をもちまして、平成３０年第１回教育委員会定例会を閉会いたし

ます。 

署名 上記のとおり相違ありません。 

 平成３０年１月２４日 

 

教育長              

 

署名者              

 

署名者              

 

会議録調製            

 

 


